
章 款 項 目

平成

令和

18始期

終期

市 補 助 金

島原市農業振興協議会補助金

　消費者の多様なニーズに的確かつ主体的に対応できる産地並びに農業団体を育成するとともに、農業団体
相互の連絡協調を図り、本市農業の振興と発展に寄与することを目的として次の業務を行う。
　(1) 農業団体を育成するための事業（研修助成）
  (2) 農業振興のための事業
  (3) その他、目的を達成するための必要な事業
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　本市農業の振興と発展に寄与させるために、消費者の多様なニーズに的確かつ主体的に対応できる産地並
びに農業団体を育成するとともに、農業団体相互の連絡協調を図る。

・農業団体（会員）が実施する研修に対する助成 　2,200,000円
　　宿泊を要しない研修：１人当たり2,000円以内、総額150,000円限度
　　宿泊を要する研修：研修地が九州内(沖縄県を除く)１人当たり6,000円以内、総額200,000円限度
　　　　　　　　　　　研修地が九州外(沖縄県を含む)１人当たり10,000円以内、総額250,000円限度
・事務費等　30,000円
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補助金の使途
についての特
記事項等

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により会員が視察研修を自粛したことから、
視察研修補助の実績なし。
また、総会も書面決議となったため、事務費（郵便料）のみ。
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根 拠 法 令 等 島原市農林水産業振興事業補助金交付要綱

事 務 事 業 評 価 票 [ 市 単 独 補 助 金 ] 3 年度令和
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

　栽培技術の向上や市場対応の強化、市内生産者相互の情報交換が図ら
れ、地域農業の活性化につながっている。

備
考

⇒ -710

備　　考

　本市農業の振興を図るためには、産地並びに農業団体の育成、農業団体
相互の連携協調が重要であり、その役割を果たしている協議会を今後とも
支援していく必要がある。

　農業者の技術向上や消費者ニーズに対し的確に対応できる産地を確立す
るためにも、生産者（団体）相互が情報交換できる機会を確保するととも
に研修等に対する支援は今後とも必要である。

助成の在り方等の見直しの

総 合 評 価

判
　
定

　栽培技術の向上や市場対応の強化を図るための研修助成をとおして、地域農業の活性化につながる活動を行っており、
研修効果をより高めるために、今後は、研修成果を周知・普及させる取り組み（研修発表会等）も実施してほしい。

判　　　定

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性
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　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）
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　農業者のニーズが大きく、本市担い手農家の生産技術や経営能力向上のため継続して実施すること
が必要である。

千円

休止･廃止の具体的方向性
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意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持


